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第 5章 処分場等太陽光発電の導入促進に係る広報等 

 

本章では、処分場等太陽光発電の導入促進を図るための広報等計画の作成、及び環境省

が実施する広報等の支援を行った。また、導入可能性の高い処分場管理者を選定し直接訪

問による導入支援を実施した。 

本章では、これらの内容を概説する。 

 

5.1 広報等計画の作成 

（１）広報目的の設定 

広報計画の作成に先立ち、目的を設定した。設定した目的を以下に示す。 

 

 

 

 

 

（２）ターゲット特性の整理 

ターゲットは、処分場管理者（自治体を含む）、太陽光発電事業者、地域住民等が想定さ

れる。各者の特性を表 5.1-1に整理する。 

表 5.1-1 ターゲット特性の整理結果 

ターゲット 場所・数 処分場等太陽光の認知度 
処分場等太陽光への 

興味・関心の有無 

処分場等管

理者 

・全国に存在 

・約 3,600 

半数程度が認知している（H26

アンケート調査により確認）。 

処分場の有効活用が図れることか

ら興味・関心は高い。 

太陽光発電

事業者 

・全国に点在 

・1,000 以上（FIT

認定件数より推

測） 

大手事業者の事例が公表され

ていることから、一定程度は認

知されていると推測される。 

事業適地が少なくなっていること

から潜在的な需要として存在する

と推測。 

地方自治体 ・全国 

・約 1,800  

処分場等管理者ほどではない

が一定程度は認知されている

と推測される。 

環境政策や再エネ導入目標などに

寄与することから興味・関心があ

ると推測。 

地域住民 ・全国処分場周辺に

在住 

・処分場 1カ所あた

り周囲に約 100 人

在住しているとす

ると約 36万人 

あまり認知度は高くないと思

われる。 

埋立終了から廃止までの期間の利

用方法の１つとして興味・関心を

持ってくれると思われる。 

政治家 ・全国に存在 

・市町村数の約 20

～30 倍程度と推

測される。 

同上 過年度業務の自治体ヒアリングに

おいて、事業実施の背景として政

治家からの推進を挙げている事例

が複数あったことから、ある程度

興味を持っていると思われる。 

 処分場等管理者（自治体を含む）・太陽光発電事業者の処分場等太陽光発電事業に

対する認知度向上を図るとともに興味・関心を高めることにより、処分場等太陽光

発電事業実施の機運を高める。 
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ターゲット 場所・数 処分場等太陽光の認知度 
処分場等太陽光への 

興味・関心の有無 

金融機関 ・全国に点在 

・数百 

同上 金融機関担当者からすると、処分

場等太陽光事業は一般の太陽光事

業と比較してリスクが高いように

見えるため、それほど興味・関心

は高くないと思われる。 

学識者 ・全国に点在 

・人数は不明 

処分場等太陽光に係る論文等

は確認されていないことから、

認知度は高くないと推測され

る。 

現状ではそれほど高いとは思われ

ない。 

 

（３）広報方針の検討 

 広報方針を以下のとおり設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1-1 主な広報の種類 

引用：Web 担当者フォーラム 

  

＜方針１＞少ない労力とコストで最大限の効果を得ることを目指す。 

＜方針２＞ターゲットの特性を踏まえ、プル型の広報手段に加えて積極的にプッシュ

型の広報手段を用いることで、効果的な広報計画とすることを目指す。 

＜方針３＞効果検証のプロセスを盛り込み、広報計画を柔軟に見直す。 
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（４）広報媒体の選定 

 ターゲット毎の広報目的を踏まえ、効果的と考えられる広報媒体（案）を表 5.1-2 に示

す。事業化の意思決定にあたり特に重要となる処分場管理者、太陽光発電事業者、地方自

治体、地域住民に対してはプッシュ型の広報を適用し、その他上記を含む全ターゲットに

対してプル型の広報（ホームページ）を適用することとした。 

 

表 5.1-2 ターゲットごとの広報媒体の選定結果 

 ターゲット 広報目的 
選定した広報

媒体 
選定理由 

①
プ
ッ
シ
ュ
型
広
報 

処分場等管理者 跡地利用方法とし

ての処分場太陽光

の周知を行い、よ

り詳細な情報を入

手するきっかけを

提供する。また、

FS 調査や補助事

業に関する情報

等、事業化の検討

を促す情報を提供

する。 

ダイレクトメ

ール 

・処分場等を所管する都道府県等を通じ

てターゲットに確実に情報提供可能。 

業界専門誌 ・民間の処分場管理者を含めたターゲッ

トに広くアプローチ可能。 

パンフレット

／リーフレッ

ト 

・処分場等を所管する都道府県等の担当

部局に配架してもらうことでターゲ

ットに情報提供可能。 

直接訪問 ・ターゲットとコミュニケーションを図

りながら情報提供することができる

ため、効果的に事業化の検討につなげ

ることが可能。 

太陽光発電事業者 全国に点在する事

業者に対し、処分

場太陽光の周知と

事業化検討に係る

情報を提供する。 

イベント（講演

／出展） 

・ターゲットが多く集まる場を通じて効

率的に情報提供可能。 

・双方向のコミュニケーションが図りな

がら効果的に情報提供可能。 

業界専門誌 ・ターゲットに広くアプローチ可能。 

・事業化検討に係る詳細な情報の提供が

可能。 

地方自治体 跡地利用方法とし

ての処分場太陽光

の周知を行い、よ

り詳細な情報を入

手するきっかけを

提供する。 

ダイレクトメ

ール 

・ターゲットに確実に情報提供可能。 

地域住民 処分場太陽光の認

知度を向上させ

る。 

 

パンフレット

／リーフレッ

ト 

・処分場等を所管する都道府県等や処分

場等管理者である自治体等の担当部

局に配架してもらうことでターゲッ

トに情報提供可能。 

②
プ
ル
型
広
報 

全ターゲット（政治

家、金融機関、学識

者を含む） 

処分場太陽光の認

知度を向上させ

る。 

 

ホームページ 

 

・労力とコストをかけずに幅広く情報発

信が可能。 
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表 5.1-3 主な広報媒体の特徴  

広報媒体 特徴 

テレビ ・全国に発信可能 

・番組や時間帯によってターゲットの絞込みが可能 

・コストは高い 

ラジオ ・全国に発信可能 

・番組や時間帯によってターゲットの絞込みが可能 

・時間にもよるがコストは高い 

新聞 ・全国に発信可能 

・高齢層への到達率が高い 

・コストは高いが、記載場所によってはコストを抑えた周知が可能 

一般雑誌 ・全国に発信可能 

・専門性により購読層が分類される 

・紙面幅にもよるがコストは高い 

フリーペー

パー 

・地域性の高いものが多い 

・媒体によって購読層が異なる 

・一般雑誌に比べるとコストは下がる 

パンフレッ

ト /リーフレ

ット 

・ターゲットが存在する場所に置くことが可能。 

・印刷コストが高い 

折込チラシ ・地域性の高いものが多い 

・一般消費者を対象とする場合に有効 

・コストは頒布数に応じる 

イベント（講

演 or 出展） 

 

・専門性によりターゲットの絞込みが可能 

・コストはイベント出展内容による 

・興味のある参加者のみへの周知となる 

専門団体に

おけるプレ

ゼン等 

・専門性・影響度の高い組織に対して情報発信が可能 

・コストは安価 

ダイレクト

メール 

・ある程度の興味を持った人に発信可能 

・コストは頒布数に応じる 

ホームペー

ジ 

・幅広く情報発信が可能。比較的安価。 

・当該 HP に興味がないと閲覧してもらえない。 

メルマガ ・ある程度の興味を持った人に発信可能 

・大量に配信が可能 

・コストは発信のための人件費のみのため安価 

バナー広告 ・媒体によりターゲットの絞込みが可能 

・価格は媒体の知名度やページ閲覧数、期間に応じるが高め 

Cost Per 

Click 広告 

・媒体によりターゲットの絞込みが可能 

・クッリク成果報酬であるため、到達率は 100％ 

・コストはクリック数に応じるが高め 

FB 広告 ・年齢層等でターゲットを絞った発信が可能 

・CPC 手法が多く使われ、コストはクリック数に応じる 

ツイッター

発信 

・特定事項に興味のあるハッシュタグユーザーにダイレクトに情報発信できる 

・コストは発信のための人件費のみのため安価 

直接訪問 ・限られた対象のみにしか広報できない。 

・特定対象に対する広報効果が大きい。 

 

  



260 

 

（５）広報計画の立案 

 （４）において選定した各広報媒体について、具体的な広報手段と情報の内容、実施時

期（案）を整理した。結果を表 5.1-4 に示す。また、以上の検討結果をもとに、ガイドラ

イン（完成版）が公表されるであろう平成 29年度までの広報計画（案）を作成した。広報

計画（案）を表 5.1-5 に示す。なお、広報計画については、効果検証を行いつつ、柔軟に

見直すことが望ましい。 

表 5.1-4 具体的な広報手段（案） 

ターゲッ

ト 

選定した広

報媒体 
具体な広報手段 情報の内容 実施頻度・時期 

処分場管

理者 

ダイレクト

メール 

処分場等を所管する都道府

県を通じたメール送信 

・既存事例の紹介 

・補助事業や FS調査に関す

る公募案内（H28） 

・ガイドラインの公表案内

（H29） 

公募やガイド

ラインの公表

時 

業界専門誌 廃棄物業界専門誌への掲載 

 

・既存事例の紹介 

・導入メリット、事業リス

ク 

・ガイドラインの公表案内

（H29） 

年１回程度 

 

パンフレッ

ト／リーフ

レット 

処分場等を所管する都道府

県等の担当部局への配架等 

・既存事例の紹介 〃 

  

直接訪問 導入支援調査 ・既存事例の紹介 

・補助事業や FS調 

査に関する公募案 

内 

・簡易 FS調査結果 

H27.11～12月 

H28.8～12月 

太陽光発

電事業者 

イベント

（講演/出

展） 

太陽光発電事業者が参加す

るイベントでの講演 

 

・既存事例の紹介 

・導入メリット、事業リス

ク 

 

年１回程度 

 

業界専門誌 太陽光発電業界専門誌への

掲載 

 

・既存事例の紹介 

・導入メリット、事業リス

ク 

・ガイドラインの公表案内

（H29） 

 〃 

 

地方自治

体 

ダイレクト

メール 

処分場等を所管する都道府

県を通じたメール送信 

・既存事例の紹介 

・補助事業や FS調査に関す

る公募案内（H28） 

・ガイドラインの公表案内

（H29） 

公募やガイド

ラインの公表

時 

地域住民 パンフレッ

ト/リーフ

レット 

処分場等を所管する都道府

県等の担当部局への配架等 

・既存事例の紹介 

 

年１回程度 

全ターゲ

ット（政

治家、金

融機関、

学識者を

含む） 

ホームペー

ジ 

環境省 HPへの掲載 ・既存事例の紹介 

・導入メリット、事業リス

ク 

・FAQ 

 

・年１回程度で

HPの見直し 

・適宜更新 
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表 5.1-5 処分場等太陽光発電の導入促進に係る広報計画（案）

ターゲット 広報媒体 具体な広報手段 

平成 27 年度 平成 28 年度 
平成 29 年度 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

処分場管理者 ダイレクトメール 処分場等を所管する都道府県を通じ

たメール送信 

                             

業界専門誌 廃棄物業界専門誌への掲載 

 

                             

パンフレット／リーフレ

ット 

 

処分場等を所管する都道府県等の担

当部局への配架等 

                             

直接訪問 

 

 

導入支援調査                              

太陽光発電事業

者 

 

イベント（講演/出展） 太陽光発電事業者が参加するイベン

トでの講演 

 

                             

業界専門誌 太陽光発電業界専門誌への掲載 

 

 

 

               

 

              

地方自治体 ダイレクトメール 処分場等を所管する都道府県を通じ

たメール送信 

                             

地域住民 パンフレット/リーフレッ

ト 

処分場等を所管する都道府県等の担

当部局への配架等 

                             

全ターゲット（政

治家、金融機関、

学識者を含む） 

 

 

ホームページ 環境省 HP への掲載                              

広報の検証・見直し 

 

 

                             

年度の前半に実施 年度の前半に実施 

ガイドライン公表後 

いずれかの専門誌に掲載 

ガイドライン公表後 

いずれかの専門誌に掲載 

いずれかの専門誌に掲載 

いずれかの専門誌に掲載 

導入検討の

フォロー 

年度の前半に実施 年度の前半に実施 

導入検討の

フォロー 

ガイドライン公表 

 
適宜更新 HP の見直し 

HP の見直し 
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5.2 導入可能性の高い処分場管理者等への支援等 

（１）導入可能性の高い処分場管理者の選定結果 

 導入可能性の高い処分場管理者は、昨年度アンケート結果において太陽光の導入に前向

きな意向を示した処分場管理者の中から、以下の抽出条件に従って処分場を抽出し、さら

に航空写真により太陽光発電設備の設置が可能と考えられる処分場を選定した。 

 

抽出の条件 

・平成 26 年度業務で実施したアンケート調査において処分場太陽光の導入に前向きな意向を示している。 

・埋立面積が 10,000m ㎡以上である。 

・年間予想発電量※が 1,250 kWh/年/kW 以上である（寒冷地は除く。）・・①  

・一般廃棄物、産業廃棄物の各種を少なくとも 1 件以上選定する。 

・寒冷地を最低１件以上選定する。（①の条件を満たさなくても良い） 

 

※一般社団法人太陽光発電協会「太陽光発電システム手引書」（基礎編）の都道府県別発電量係数を用いて

算出した。ただし、設備稼働率を 12％から 14％に変更している。 

 

 

導入可能性が高いと考えられる処分場管理者の選定結果を表 5.2-1 に示す。なお、管理

者の意向を踏まえて本報告書では匿名にて整理している。 

 

表 5.2-1 導入可能性が高いと考えられる処分場の選定結果 

No 処分場名 管理者 処分場種別 埋立面積

（㎡） 

埋立終了年 

1 A 処分場 A 市 一般廃棄物 11,382 2015 

2 B 処分場 B 市 一般廃棄物 17,000 2000 

3 C 処分場 C 組合 一般廃棄物 141,740 2028 

4 D 処分場 D 市 一般廃棄物 95,000 2014 

5 E 処分場 E 市 一般廃棄物 43,800 未定 
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（２）導入可能性の高い処分場管理者への支援結果 

 選定した処分場管理者に対し、処分場太陽光の事業化に関する情報提供及びヒアリング

調査を行った。調査結果の概要を表 5.2-2 に、ヒアリング調査に用いた資料を表 5.2-3 に

示す。なお、個別の導入支援調査結果は表 5.2-4～5.2-8に示す。 

 

表 5.2-2 調査結果概要  
No 処分場名 調査結果概要 

1 A 処分場 ・環境省の処分場太陽光の取組みや処分場太陽光発電の詳細情報を提

供し、強い関心を持って頂いた。 

・実際に事業を実施するかは分からないが、A市最終処分場の将来用

途のひとつとして検討したいとの意見を頂いた。 

2 B 処分場 ・維持管理にかかる必要経費を減らす方法のひとつとして処分場太陽

光を検討していきたいとの意見を頂いた。検討の結果、FS 調査に

応募することとなった。 

3 C 処分場 ・災害時に活用できるのであれば処分場太陽光発電の利用価値が大き

いと考えているとの意見を頂いた。 

・ただし、処分場拡張工事の計画段階であるため太陽光発電を導入す

るとなっても先になると考えられるとのことだった。 

4 D 処分場 ・処分場太陽光については処分場跡地の有効な利用方策の１つとして

既に捉えているとのこと。ただ、現在廃棄物対策課では同市環境セ

ンターの解体工事が最重要課題となっているため、現時点では検討

できる状況にはないとのことだった。 

5 E 処分場 ・水処理施設の費用負担軽減として太陽光発電事業に興味があるとい

ったご意見を頂いた。しかし、現状設置可能な面積を考慮すると、

民間事業者が参入する程度の発電規模にならない可能性がある。 

・山間部に位置しており落雷が多く発生するため、発電設備への影響

に懸念がある。また、パネルの設置により雨水の経路や量が変化し、

処分場の水収支に影響が出る懸念があるとのこと。 
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表 5.2-3 導入可能性が高いと考えられる処分場管理者の支援に用いた資料 

No. 資料名 説明・支援の概要 

1 廃棄物埋立処分場等への太陽光発電

導入促進に係る環境省の取組み 

PV-JAPAN2015 環境省発表資料をもとに、廃棄物

埋立処分場等への太陽光発電導入状況や導入促

進に係る環境省の取組みについて説明した。 

2 平成 26 年度処分場管理者に対するア

ンケート調査結果 

平成 26 年度調査において実施したアンケート調

査の回答（当該施設分のみ）を振り返るとともに、

処分場の現状を確認した。 

3 処分場太陽光発電事業の既存事例一

覧 

処分場太陽光導入を検討するにあたり参考とな

る既存事例を紹介した。 

4 処分場太陽光発電事業事例集 事例集を用い、既存の処分場太陽光事業の実施背

景や事業の概要について詳細に説明した。 

5 処分場太陽光発電事業実施自治体を

対象としたアンケート調査結果 

平成 26 年度調査において実施したアンケート調

査の回答（集計結果）のフィードバックを行った。 

6 処分場太陽光発電事業の簡易 FS 調査

結果 

当該施設で処分場太陽光事業を実施した場合の、

発電規模、事業スキーム、収益性、課題や対応策

等を説明した。 

7 環境省廃棄物埋立処分場等への太陽

光発電導入実現可能性調査について

（FS調査事業） 

環境省が実施している廃棄物埋立処分場等への

太陽光発電導入実現可能性調査について説明し、

公募要領を紹介した。 

8 環境省廃棄物埋立処分場等への太陽

光発電導入促進事業について（補助事

業） 

環境省が実施している廃棄物埋立処分場等への

太陽光発電導入促進事業の補助金について説明

し、交付要綱を紹介した。 
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表 5.2-4 導入支援調査結果（１） 

No.１ A処分場 

管理者 A市 

処分場の種類 一般廃棄物処分場 

埋立面積 46,050㎡ 

埋立開始 

／埋立完了時期 

1998年１月／2020年 12月（予定） 

調査結果 【処分場の現状】 

・当初計画では 2015 年 12 月に埋立終了であったが、あと 10 年は受け入れる予定で

ある。県に５年の延長申請を行う予定である。 

・約２万㎡は既に埋まっているが、最終覆土は全面積の埋立完了後に行う予定である。 

・同敷地内の清掃センターではごみ発電を行っている。また、隣接している温浴施設

（A市温水プール）に焼却の余剰熱を供給している。 

【処分場太陽光導入にあたっての課題】 

・太陽光発電事業を実施する場合、送電方法に懸念がある。既設ごみ発電と併用が想

定される為、法律上・管理上の扱いを注意する必要がある。 

【導入意向】 

・担当者は環境省の処分場太陽光の取組みや処分場太陽光発電の詳細情報を初めて知

り、関心を持ったと述べていた。 

・実際に事業を実施するかは分からないが、A処分場の将来用途のひとつとして検討

したいとのこと。 

 

表 5.2-5 導入支援調査結果（２） 

No.２ B処分場 

管理者 B市 

処分場の種類 一般廃棄物処分場 

埋立面積 17,000㎡ 

埋立開始 

／埋立完了 時期 

1984年４月／2000年 10月 

調査結果 【処分場の現状】 

・浸出水の pH が 10～11 程度と高アルカリ性を示している。埋立を 2000 年に完

了してから 15 年経っているが廃止基準を満たさないため、廃止に向けた維持

管理が長期化している。 

・処分場の維持管理費は年間 700万円以上かかっている。廃止に向けた早期安定

化対策として、サイホン原理を利用した無動力排水を導入したがあまり効果が

得られていない。 

・覆土時は 50cm以上あり、地盤は固いため不等沈下が起こる可能性は低い。 

・処分場ではないが、川沿いに平坦は広場（約 3,000㎡）が隣接している。浸水

のおそれから利用されていない。 

・跡地利用方針は現段階で具体的に定まっているわけではないが、災害廃棄物置

場として市の防災計画に位置づけられている可能性がある。 

【処分場太陽光導入にあたっての課題】 

・処分場太陽光を実施する場合、B 市は日射量が少ないため発電量及び収益性に

懸念がある。 

・埋立地の一部が高アルカリ水によって白く変色し固化している。太陽光発電の

施工においては浸出水対策及び基礎設置において何らかの対策を必要とする。 

【導入意向】 

・維持管理にかかる必要経費を減らす方法のひとつとして処分場太陽光を検討し

たいと考えており、前段として FS調査に応募する。 
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表 5.2-6 導入支援調査結果（３） 

No.３ C処分場 

管理者 C組合 

処分場の種類 一般廃棄物処分場 

埋立面積 29,200 ㎡ 

埋立開始 

／埋立完了 時期 

1999年／2028年 

調査結果 【処分場の現状】 

・完成当初の埋立期間は平成 11年度～平成 25年度であったが、延命化により平

成 40 年頃までは受け入れ予定である。現在は、60％弱の埋立が完了している

（法面第５期/６期中）。 

・処分場南東の山を切り開くことで処分場面積を拡張する計画が進められてお

り、新設箇所は現在の埋立地と重なる構造となる。 

・埋立完了年が先であるため、地域住民との間に処分場の跡地利用に関する話題

は特段挙がってない。 

【処分場太陽光導入にあたっての課題】 

・処分場の周辺が林野に囲まれており、埋立地の３分の１程度は日陰となる。 

・埋立終了後は森林率を加味する必要があるとの認識を持っている。 

【導入意向】 

・処分場拡張工事の計画段階であるため、太陽光発電を導入するとなっても先に

なると考えられる。 

・蓄電池に興味がある。浸出水処理施設の災害時対応について、地元住民から要

望があった。災害時に活用できるのであれば利用価値が大きいと考えている。 

 

表 5.2-7 導入支援調査結果（４） 

No.４ D処分場 

管理者 D市 

処分場の種類 一般廃棄物処分場 

埋立面積 95,000㎡ 

埋立開始 

／埋立完了 時期 

1988年 10月／2014年３月 

調査結果 【処分場の現状】 

・2005年にごみの搬入・埋立が終了し、2013年に覆土が終了した。 

・メタンが高濃度（60～70％）検出されるガス抜き管が１ヶ所存在するため、廃

止の目途が立っていない。 

・台風災害によって発生した土砂を覆土に用いたため、覆土厚は 560cmである。

処分場の敷地の内、２万㎡程度は調整池とするため覆土を行っていない。 

・埋立途中や現在に至るまで不等沈下はみられていない。 

・地域住民からは、避難施設の要望があった。南海トラフ地震の発生が心配され

ており、災害用途としての活用を考えている。 

・処分場の跡地利用については住民と意見交換をしているが、話し合いの内容は

発生するガスの収束がメインとなっている。 

【処分場太陽光導入にあたっての課題・導入意向】 

・廃棄物対策課では同市環境センターの解体工事の検討に人材が割かれており、

人的資源の理由から処分場太陽光を実施するとしてもその後に取り掛かるこ

とになる。 
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表 5.2-8 導入支援調査結果（５） 

No.５ E処分場 

管理者 E市 

処分場の種類 一般廃棄物処分場 

埋立面積 43,800㎡ 

埋立開始 

／埋立完了 時期 

1979年 9月／未定 

調査結果 【処分場の現状】 

・第１工区の埋立が７年前に終了した。面積は 2,460㎡であり覆土後半年が経過

している。 

・第１工区には遮水設備がなく、地下水に浸出水が流れ出ている。そのため、浸

出水処理には細心の注意を払っている。現在、維持管理基準上の問題は発生し

ていない。 

・E市の一般廃棄物（焼却灰）処分場は本処分場のみである。第３工区は平成 44

年まで受け入れができるよう調整していく計画である。 

【処分場太陽光導入にあたっての課題・導入意向】 

・設置するとするならば、第１工区の面積（2,460㎡）となる。 

・水処理施設の費用負担軽減を目的とした太陽光発電事業に興味がある。 

・第１工区の面積では、民間事業者が参入する程度の発電規模にならない可能性

がある。 

・山間部に位置しており落雷が多く発生するため、発電設備への影響に懸念があ

る。 

・パネルの設置により雨水の経路や量が変化し、処分場の水収支に影響が出る懸

念がある。 

【その他】 

・情報共有の場を含め、処分場太陽光について説明会があると良いとのこと。 
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5.3 環境省が実施する広報等の支援 

 今年度環境省が実施した処分場太陽光発電に関わる広報について資料作成等の支援を行

った。平成 27年度に実施した主な広報支援を表 5.3-1に示す。 

 

表 5.3-1 H27年度に実施した主な広報支援 

広報媒体 広報内容 

業界専門誌 一般社団法人太陽光発電協会会報誌「光発電」への記事の作成

を支援した。（発刊は平成 28 年４月末を予定） 
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第 6 章 廃棄物最終処分場等における太陽光発電の導入・運用ガイ

ドライン素案の作成等 

  

本章では、廃棄物最終処分場等における太陽光発電の導入・運用ガイドライン素案の作

成に関して、本年度調査内容を踏まえた基本方針及び目次の見直し、ガイドラインの様式

の検討、これら検討を踏まえたガイドライン素案の作成について報告する。 

 

6.1 導入・運用ガイドライン素案の作成 

6.1.1 導入・運用ガイドライン素案の基本方針の再検討 

 ガイドライン作成の目的は、一般的には（1）法規制通達、（2）手法解説、（3）促進に大

別される。本業務において作成するガイドラインは（3）促進の類に該当する。促進を目的

としたガイドラインの内容は、法規制通達を目的としたガイドラインとは異なり必ずしも

守るべき内容ではないことから、あまり読まれない傾向にある。そのためガイドライン素

案の基本方針を、関係者興味・関心を惹くという視点を考慮し再検討する。加えて、本年

度業務が目指す「関係者が率先して取組み、更に地域のエネルギーセンターとして有効活

用を目指す環境整備」の実現にあたっては、これまで太陽光発電事業には関わりがなかっ

た事業者や処分場管理者が処分場太陽光発電の検討を自らの手により可能となることが重

要であると考えられることから、これら読者の視点に立ったガイドラインとなるよう再検

討する。 

また、平成 26年度調査ではガイドラインを「基本編」と「処分場太陽光発電の類型」ご

とに目次立てを行うとしたが、処分場太陽光発電の類型ごとの特徴的な情報はそれほど多

くはないことから、一本化し、特徴的な情報については個別に適した目次に整理すること

を検討した。 

 

以上を踏まえ基本方針を再検討した結果を以下に示す。 
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＜具体的な作成方針＞ 

①関係主体が目指す処分場太陽光発電を実現するため、“導入メリットの最大化”と“事業

リスクの最小化”を図る①考え方や②具体的な検討プロセス、③留意点、④既存事例・

文献情報等を提示する。 

②処分場等又は太陽光発電に詳しくない担当者でも容易に理解できるよう、「用語の解説」

や「CO2削減効果算定にあたっての参考データ」等、参考情報を充実させる。 

③処分場太陽光発電の導入に向けた検討を “簡易検討”と“詳細検討”の２段階で示すこ

とにより、より多くの関係者が気軽に利用可能なものとする。 

 

 

参考：平成 26年度業務で設定した基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

①読者が自らの事業に関連する内容を容易に検索できるガイドラインとするため、処分場

等太陽光発電に共通する基本的事項を「基本編」に集約し、事業の規模の大小、事業主

体が地方公共団体か民間事業者かといった処分場太陽光発電の各類型に特有の事項につ

いては、類型ごとに目次立てを行う。 

②関係主体が処分場等太陽光発電を進めていくための“ヒント”として、“導入メリットの

最大化”と“事業リスクの最小化”を両立する処分場等太陽光発電の①考え方や②具体

的な検討プロセス、③留意点、④該当する参考事例※をセットとして提示する。 

③処分場等又は太陽光発電に詳しくない担当者でも容易に理解できるよう、「用語の解説」

や「CO2削減効果算定にあたっての参考データ」等、参考情報を充実させる。 

④ガイドラインの積極的な利用を促すため、本事業の結果の活用方策をもとに、ガイドラ

インの具体的な活用方法／活用例等も合わせて提示する。 

 

＜基本的な考え方＞ 

『有効利用が図られていない処分場の上部空間に太陽光発電が導入される社会環境』の

実現に向け、「必要条件となる“導入メリットの最大化”と“事業リスクの最小化”の両立

のための『ヒント』の充実化」と「ユーザビリティ（わかりやすさ、必要情報の検索しや

すさ）の向上」を図ることにより、関係主体の“バイブル”として積極的に活用されるガ

イドラインの作成を目指す。 

＜ガイドライン素案作成における基本方針＞ 

『処分場が地域のエネルギーセンターの一部として有効活用される社会環境の実現』を目

的とし、『有効活用が進んでいない処分場上部に廃棄物の適正処分の確保を前提としつつ太陽

光発電の導入が図られる環境整備』を推進するため、関係主体自らが具体的な検討を行うこ

とを可能とする実用性と利便性を兼ね備えたガイドライン素案の作成を目指す。 
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6.1.2 導入・運用ガイドライン素案の目次構成の再検討 

（１）目次構成の再検討 

 上述（１）の基本方針の見直し結果、及び本年度調査結果を踏まえて目次構成を再検討

した結果を表 6.1-1に示す。 

表 6.1-1 導入・運用ガイドライン素案の目次構成 

目次 記載内容 

第１章 はじめに  

1.1 ガイドライン策定の経緯と目的 ・国の政策 

・処分場、再エネの現状 

・処分場太陽光導入促進の目的 

1.2 ガイドラインの適用対象とする

処分場 

・摘要対象とする処分場の種類（一廃/産廃、陸上/海面 等） 

・摘要対象とする処分場の状態（埋立前・中・終了、廃止） 

1.3 対象とする読者 ・対象とする読者 

1.4 ガイドラインの活用方法 ・ガイドラインの構成 

・ガイドラインの使い方 

・ガイドラインを補う資料（事例集、GL/FS報告書） 

第２章 用語の解説 ・ガイドライン内で使用する用語の解説 

第３章 処分場太陽光発電の特徴及

び法制度等 

 

3.1 処分場太陽光発電の概要 ・一般的な処分場太陽光発電の概要 

3.2 処分場太陽光発電の必要性 ・1.1を踏まえた処分場太陽光発電の必要性 

3.3 処分場太陽光発電の導入メリッ

ト 

・既存事例から整理した導入メリット一覧 

3.4 処分場太陽光発電の事業リスク ・既存事例から整理した事業リスク一覧 

3.5 処分場太陽光発電に関連する法

制度等 

・廃棄物埋立処分場、太陽光発電、電気事業、建築基準等に係

る法制度 

第４章 処分場太陽光発電の導入に

向けた簡易検討の流れとポイント 

 

4.1 処分場太陽光発電の導入に向け

た簡易検討の流れ 

・簡易検討の流れ 

4.2 処分場太陽光発電の実施方針の

検討 

・実施方針検討におけるポイント 

4.3 処分場太陽光発電の実施概要の

検討 

・実施概要検討におけるポイント 

4.4 事業実施のメリット・配慮事項

の整理 

・事業実施のメリット・配慮事項の整理におけるポイント 

4.5 事業採算性の簡易確認 ・事業採算性の簡易試算方法 

第５章 処分場太陽光発電の導入に

向けた詳細検討の流れとポイント 

 

5.1 処分場太陽光発電の導入に向け

た詳細検討の流れ 

・詳細検討の流れ 

5.2 事業主体及び事業スキームの検

討 

・事業主体及び事業スキーム検討におけるポイント 

5.3 事業実施メリットの評価 ・事業実施メリットの評価におけるポイント 

5.4 配慮事項への対応の必要性・方

策に係る検討 

・事業リスクの評価と対応方策検討におけるポイント 

5.5 地域貢献策の検討  ・地域貢献策検討におけるポイント 

5.6 系統連系の検討 ・系統連系検討におけるポイント 

5.7 事業採算性の確認 ・事業採算性の評価におけるポイント 

第６章 おわりに  
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（２）ガイドラインの様式の検討 

 基本方針を体現するガイドラインの様式を検討した。結果を以下に示す。 

 

１）既存事例の調査 

 ガイドラインや手引き等の既存事例を調査した結果を表 6.1-2に示す。 

 

表 6.1-2 既存事例の調査結果 

既存事例 作成の目的 想定する読者 様式の特徴等 

エコ・アクショ

ン・ポイントに関

するガイドライン

（環境省） 

エコ・アクション・ポイ

ントプログラムの趣旨

や具体的な内容、参加の

手順等の紹介、積極的な

参加を促進する。 

エコ・アクショ

ン・ポイントプ

ログラムに参

加者 

・【ポイント（箇条書き）】⇒【解釈・

注釈】 

（参考事例 1） 

サステイナブル都

市再開発アセスガ

イドイラン（環境

省） 

環境配慮の取組を様々

な主体の参画の下で促

進する。 

再開発に関わ

る各関係者 

・【検討の手順】⇒【解説】 

・必要に応じて、参考情報やコラムの

提示 

（参考事例 2） 

地域における再生

可能エネルギー事

業の  事業性評価

等に関する手引き

（金融機関向け）

（環境省） 

金融機関の再生可能エ

ネルギー事業に対する

理解を深め、地域におけ

る 再生可能エネルギー

事業を促進し、さらに事

業の継続性を高める 

地域の金融機

関等 

・【基本編】と【実践編】とで区分 

・【各項目のポイント（文章）】⇒【対

応策の例】 

・関連する項目を紹介 

（参考事例 3） 

小規模地熱発電の

うち温泉発電導入

促進のための手引

書（JOGMEC） 

温泉発電事業を始めよ

うとする事業者への検

討材料の提供による温

泉発電の導入促進 

これから温泉

発電事業を取

組もうとする

事業者 

・各項目のポイントの説明 

・参考情報の提供 

・具体的な検討に使える雛型の提示 

（参考事例 4） 

汚泥肥料中の重金

属管理手引書（農

林水産省） 

汚泥肥料中の重金属に

ついてその適正な管理

を推進 

汚泥肥料の生

産業者 

・用語の定義 

・記載例を例示 

（参考事例 5） 

地区センター利用

促進ガイドライン

（横浜市） 

地区センターの利用者

サービスの向上と利用

促進 

市内各施設の

指定管理者 

・利用促進に向けた取組みの観点の提

示 

・提示した観点ごとの現況、課題、趣

旨のとりまとめ 

・【基準】⇒【例】⇒【留意事項】の

順で整理 

（参考事例 6） 
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参考事例１：エコ・アクション・ポイントに関するガイドライン（環境省） 
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参考事例２：サステイナブル都市再開発アセスガイドイラン（環境省） 
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参考事例３：地域における再生可能エネルギー事業の事業性評価等に関する手引き（金融機関向

け）（環境省） 
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参考事例４：小規模地熱発電のうち温泉発電導入促進のための手引書（JOGMEC） 
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参考事例５：地区センター利用促進ガイドライン（横浜市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考事例６：地区センター利用促進ガイドライン（横浜市） 
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２）基本方針に基づく処分場太陽光発電ガイドラインに求められる特徴 

 本ガイドラインは、関係主体（処分場管理者、自治体担当者、発電事業者等）自らが具

体的な検討をすることが可能な実用性と利便性を兼ね備えたガイドラインを目指している。

そのため本ガイドラインでは「処分場」や「太陽光発電」に関して、一方の知見しかない、

双方の知見がない読書であっても、処分場太陽光発電を理解し導入を検討できることが特

徴として求められる。本ガイドラインに求められる特徴、それを具体化するガイドライン

の様式を表 6.1-3に整理した。 

 

表 4-3 本ガイドラインに求められる特徴とそれに応じた様式等 

求められる特徴 具体的な様式等 反映した目次項目・反映内容 

処分場、太陽光発電等に

関する基礎的な知識を理

解することができる 

処分場・太陽光発

電に関する紹介、

用語の説明があ

る。 

1.3 ガイドラインの適用対象とする処分場 

２．用語の解説 

3.1 処分場太陽光発電の概要 

検討の手順がわかる 検討の手順がフロ

ー等で整理されて

いる。 

【目次への反映】簡易検討と詳細検討の２ステップにす

ることでより初期検討の敷居を下げる。 

4.1 処分場太陽光発電の導入に向けた簡易検討の流れ 

5.1 処分場太陽光発電の導入に向けた詳細検討の流れ 

【全目次項目】 

検討手順を示すべき項目については冒頭で検討手順を示

す。 

各検討項目のポイントが

わかる 

各項目のポイント

が示されている。 

【全目次項目】 

各項目の冒頭に箇条書きで“検討のポイント”を示す。

また、後段では検討のポイントに関する具体的な検討内

容をまとめた“解説”を示す。“留意点”がある場合には

特だしして注意を促す。 

検討すべき内容がイメー

ジしやすい 

具体例やコラムが

示されている。 

【全目次項目】 

FS や補助事業、既存事例調査等で得られた知見の具体例

を挿入する。また、写真や図表を多用し理解・イメージ

しやすいようにする。 

具体的な検討をしやすい 作成すべき書類や

記載内容の雛型が

ある。 

【全項目目次】 

提示可能な場合には、具体的な検討に使用できる書類の

雛型等を掲載する。 
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３）処分場太陽光発電ガイドラインの基本様式の設定 

 上述２）の検討結果を踏まえ作成した、ガイドラインの作成例を以下に示す。 

 

4.3 処分場等太陽光発電の実施概要の検討                  

 

 

 

 

【解説】 

・実施概要の検討にあたっては次の段階で検討する事業実施のメリット・配慮事項や事

業採算性の簡易試算に係る基本的な情報を収集・整理・設定します。 

・実施概要の作成において収集・整理・設定すべき情報例を表 4-4 に示します。 

・事業の規模と収入を確認するため、少なくとも検討対象とする処分場、想定パネル面

積可能面積、想定発電出力は整理することが望まれます。 

・また、可能な範囲で検討対象とする処分場の基本的な情報を収集・整理しておくこと

で、後の関係者との合意形成に役立ちます。 

 

表 4-4 実施概要の作成において収集・整理・設定すべき情報例 

大項目 小項目 検討のポイント、調査方法・設定方法 

処分場関

連 

検討対象とする処分場 埋立が一部区画もしくは全て埋まっている、かつ

なるべく大きな面積の処分場を選ぶのがポイン

トです。 

処分場の所在地 インターネット調査や処分場管理者への問合せ

により調べる。 

処分場の種類 〃 

埋立開始・終了時期 〃 

埋立内容物 〃 

処分場面積 〃 

埋立終了面積 〃 

太陽光関

連 

パネル設置可能面積（㎡） 検討の具体例①を参照 

想定発電出力（kW） パネル設置可能面積（㎡）÷パネル設置可能量（㎡

/kW） 

パネル設置可能量は概ね 14 ㎡/kW。 

年平均日射量（kWh/㎡/日） 検討の具体例②を参照 

年間予想発電量（kWh/kW/年） 検討の具体例③を参照 

年間二酸化炭素削減量（t-CO2） 検討の具体例④を参照 

  

図表を多用し理解し

やすいよう配慮 

・次に検討する事業実施のメリット・配慮事項や事業採算性に係る基本的な情報を整理

し、事業概要を仮設定する。 

検討のポイント 

検討すべき内容を 

具体的に解説 

冒頭において各項目の検討のポ

イントや検討の流れを提示 
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検討の具体例①：パネル設置可能面積（㎡）の求め方 

 パネル設置可能面積は、埋立が終了した処分場等の面積を知っているのであればその面

積の概ね８割としても構いません。細かく設定する場合にはインターネットにおいて無料

でサービスを提供している面積計算ツールが便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 導入・運用ガイドライン素案の作成 

 上述（２）の目次構成に従い「廃棄物最終処分場等における太陽光発電の導入・運用ガ

イドライン（素案）」を作成した。 

 

6.2 導入促進計画の見直し 

 今年度調査の結果、導入促進計画の見直しを図ってから大きくニーズ・課題は変わって

いないと思われた。そのため導入促進計画は見直さず、当初計画に沿って今後も進めるこ

ととした。ただし、ニーズ・課題に変化が合った場合にはより効果的な促進計画の立案が

求められることから、今後も必要に応じて見直しをかけることが重要である。 

 

 

＜検討事例紹介＞面積計算ツールを利用したパネル設置可能面積の計算 

 

 

図 4-5 面積計算のイメージ 

利用 Webツール例：計算サイト（http://www.calc-site.com/） 

〇計算のポイント 

・埋立中の処分場では、日々の埋立業

務に支障をきたすような場所は外す。 

・明らかに日陰になると思われる部分

は外す。 

・設置した太陽光パネルの周囲には軽

トラック１台分が通れる程度のスペ

ースを確保する。 

パネル設置範囲を赤枠で設定 

赤枠の面積が計算される 

具体例やコラムに

より作業イメージ

を提示 
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第 7章 補助事業の工程・品質管理支援等 

 

本章では、平成 26年度に採択した補助事業（３件）に対し、事業の進捗状況等につい

て追跡評価を行った。また、27年度補助対象事業の工程・品質管理の改善を目的として、

平成 26年度業務で作成したチェックリストの見直しを行い、平成 27年度補助事業の工

程・品質管理を行った。 

 

7.1 平成 26年度補助事業の追跡評価 

7.1.1 調査の概要及びポイント 

（１）追跡評価対象の概要の整理 

追跡評価の対象は平成 26年度補助事業を実施した表 7.1-1に示す３事業者とした。 

 

表 7.1-1 追跡評価調査対象（H26補助事業者）の概要 

No. 事業者名 処分場名 所在地 備考 

1 名古屋港木材

倉庫株式会社 

名古屋市第一処分場 愛知県名古屋市南区加

福町 1-1 

埋立完了 

約 24,000m2 

2 三山クリーン

株式会社 

三山クリーン株式会社 

産業廃棄物最終処分場 

福島県いわき市常磐藤

原町大端 67 番 68 番他 1

筆 

埋立完了 

約 7,000m2 

3 国際航業株式

会社 

大津市大津クリーンセンタ

ー廃棄物最終処分場 

滋賀県大津市大石淀町

字小谷 583番 11及び 589

番の各一部 

埋立完了 

約 201,900m2 

 

（２）各事業者の重点チェックポイントの整理 

各事業者の重点チェックポイントを表 7.1-2に示す。 

 

表 7.1-2 各平成 26年度補助事業者の重点チェックポイント 

平成 26 年度 

補助事業者 
補助の対象 重点チェックポイント 

名古屋港木材倉庫

株式会社 

1）不均一な地盤沈下の可能性のある処分場にも設置

可能な架台・支持装置およびその基礎 

・施工図記載の位置と比

較する 

・ガス発生量の変化 

・維持管理体制 

三山クリーン株式

会社 

1）災害時に撤去できる可動式架台・支持装置および

その基礎 

2）不均一な地盤沈下の可能性のある処分場にも設置

可能な架台・支持装置およびその基礎 

・施工図記載の位置と比

較する 

・ガス発生量の変化 

国際航業株式会社 1）不均一な地盤沈下の可能性のある処分場にも設置

可能な架台・支持装置およびその基礎 

2）処分場等及び太陽光発電設備の地盤沈下量等を計

測するモニタリング機器類 

・施工図記載の位置と比

較する 

・モニタリング装置の稼

動状況 
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（３）追跡評価チェックリストの作成 

平成 26年度補助事業公募要綱および補助金適正化法を参考に、追跡評価チェックリス

トを作成した（表 7.1-3）。作成においては、１)計画（申請）との差異がないか、２)財産

目録を作成し管理しているか、３)実績を評価・報告しているか、の３つの視点に基づき

チェック項目を検討した。なお、チェック項目には含めないが、表 7.1-2に示す平成 26

年度工程・品質管理の中で取り上げられた各補助事業者の重点チェックポイント（追跡評

価内容と一部被る）については別途ヒアリング調査により状況を確認し、対応が必要な場

合には過年度業務で得られた知見を提供し対応策立案を支援した。 

 

表 7.1-3 追跡評価チェックリストのチェック項目 

チェックの視点 チェック項目 

大項目 小項目 

１) 計画（申請）との

差異がないか 

事業計画 ・事業の概要（設置場所、設置容量） 

・当該事業に供する廃棄物埋立処分場等の概要 

・事業の方法・内容 

事業の効果・有望

性 

・発電電力量の見込み（年間） 

・電力の利用計画（自家消費量等の見込み） 

・CO2削減効果 

事業の実施体制 ・事業の実施体制 

・維持管理体制 

・CO2削減量の把握方法 

資金計画 

関連する事業についての取組状況/今後の計画 

関連する事業についての他の助成制度の申請について 

２) 財産目録を作成

し管理しているか 

財産目録の作成・管理 

３) 実績を評価・報告

しているか 

実績報告書の提出 
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7.1.2 チェックリスト 

前記３補助事業者に対する第１回追跡評価を平成 27 年 12 月中に、第２回追跡評価を平

成 28年２月中にそれぞれ行った。調査の結果、現時点では特段の問題は発見されなかった。

個別の調査結果は後述する。追跡評価結果を図 7.1-1～3のチェックリストに示す。 

本追跡評価における最重要項目は、太陽光パネルの架台が堅牢であること、及び処分場の

表土などが流出していないことの確認である。パネル架台については、３事業者共にそれぞ

れの設置環境に応じて最適と思われる構造と施工を行ったことが確認でき、太陽光パネル

等の変形等は見られず発電量も計画を上回っていた。また処分場敷地は３事業者とも水平

または緩やかな勾配がついており、雨水による排水が局所に集合する懸念は見られなかっ

た。したがって、表土の流出、噴出等の痕跡は確認されなかった。 

上述３補助事業者の現地調査の結果を次項に示す。 
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図 7.1-1 名古屋港木材倉庫株式会社チェック結果 
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図 7.1-2 三山クリーン株式会社チェック結果 
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図 7.1-3 国際航業株式会社チェック結果  



287 

 

7.1.3 第１回追跡調査結果の概要 

１）名古屋港木材倉庫株式会社の追跡調査結果の概要 

本処分場は平成 26年３月に埋立完了した元名古屋市の一般廃棄物処分場であり、平成 27

年４月以降名古屋港木材倉庫株式会社が管理をしている。約 24,000㎡の処分場の約半分の

面積に太陽光パネルが設置されている。 

不均一な地盤沈下が懸念されるため、架台基礎は直接基礎ではなく、押込み抵抗力や引抜

き抵抗力の大きい斜杭構造（鋼管を斜めに打ち込む構造）の FX鋼管基礎により施工されて

いる。FX 鋼管基礎が施工後に構造を維持し、変形なく支持力を保持できているかがチェッ

クの重要ポイントであった。処分場は概ね同一平面にあり、名古屋市が埋立完了後、約１m

の覆土を行い、その上に 20cm砂利を敷いている。十分に転圧されており、良く締固められ

た覆土であることを確認した。平成 27 年 12 月１日及び平成 28 年２月 25 日に行った追跡

評価の結果を以下に示す。 

 

(1) 処分場及び太陽光パネル架台の現状 

平成 27 年４月２日に施工業者から名古屋港木材倉庫株式会社宛てに提出された FX 鋼管

の引抜き試験報告書によると、２か所で鋼管の引抜き試験が行われている。試験結果は、一

ヵ所で前脚・後脚共に 7.01kN、他は前脚・後脚共に 9.08ｋN であった。施設の立地地区で

の暴風時最大引抜荷重は前脚で 3.95kN、後脚で 4.60kNと東海地区太陽光発電設備架台設計

計算書によって算定されている。安全率は 1.52～2.30となり十分な安全性が確認されてい

る。敷地の歩行調査により、十分に締固められた覆土と判断できた。 

また目視確認により、太陽光パネルは、パネル面の位置・方向・角度等の変化等は見られ

ず、制御盤も変形や傾斜等の問題は認められなかった。 

 

(2) 太陽光発電の現状 

平成 27 年９月 18 日稼動を開始した。初期調整期間以後の月間の実績発電量と予測発電

量の比は平成 27年 12 月で 1.24倍、平成 28年１月で 1.29倍であった。 

 

(3) 維持管理の現状 

事業者である名古屋木材倉庫㈱、施工業者及び電気保安確認業者の名簿、現在の担当者等

の維持管理体制表について、事業者の担当者から説明を受け内容を直接確認した。 

 

(4) その他特記事項 

名古屋市が測定した平成 20 年～平成 27 年の処分場のガス発生量の変化図によると、平

成 22 年冬季及び平成 26 年夏季及び冬季にガス発生量が増加しており、それ以外はほぼゼ

ロである。またガス中のメタン濃度は平成 22 年と平成 26 年を除いて 0.5ppm 未満であり、

ガス発生量が増加したときは 7～15ppmであった。これは覆土した際に地中が圧迫され地中
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に滞留していたガスが一挙に吹き出たものと考察される。平成 27年以降はゼロに向かって

いることから特段の懸念は不要と判断された。 

 

◆現地確認 

    
      写真7.1-1 処分場入口       写真7.1-2 太陽光発電設備 全体 

 

    
     写真7.1-3  太陽光パネル       写真7.1-4 FX鋼管 基礎・架台 

    
      写真7.1-5 配線              写真7.1-6 ガス抜き管 
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     写真7.1-7 雨水排水側溝         写真7.1-8 雨水排水溝 

 

   
   写真7.1-9 雨水排水溝内部         写真7.1-10 キュービクル 

 

    
      写真7.1-11 パワコン         写真7.1-12  直流集電箱 

 

    
     写真7.1-13  木材架台           写真7.1-14  木材架台 
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２）三山クリーン株式会社の追跡調査結果の概要 

本処分場は平成 21年 5月に埋立完了した管理型産業廃棄物処分場である。約 7,000㎡の

処分場全面に太陽光パネルが設置されている。架台の地中部は格子状杭の根がらみ構造で

荷重分散を図り、部分的な沈みや歪を防止する構造としている。また発生ガスによる腐食防

止を図るため、材料は亜鉛メッキを施している。架台の地上部は横面、前後面にブレース（か

すがい）構造にしている。 

産業廃棄物の埋立処分場特有の発生ガス等による支持材の腐食が発生していないか、ま

た不等沈下が発生していないかが調査のポイントであった。処分場は緩やかな勾配がある

が、雨水が局所的に流入する危険性は極めて小さく敷地全面にほぼ均等に浸透可能である

と判断できた。架台の柱脚は、地中に寝かせて配置したみぞ型鋼で一旦支持し、みぞ型鋼の

背の部分の面積で荷重を分散させ支持地盤に伝える構造である。補助申請にあるように、災

害時には容易に解体可能で、災害時に対応可能な構造であると判断できた。追跡評価の結果

を以下に示す。 

 

(1)処分場及び太陽光パネル架台の現状 

敷地を歩行調査した結果、表土の一部が流出した痕跡は見られなかった。太陽光パネルは、

パネル面の位置・方向・角度等の変化はなかった。また制御盤も変形や傾斜等の問題はなか

った。パネル架台も発生ガスによる変色等の影響は見られなかった。 

 

(2)太陽光発電の現状 

平成 27 年 3 月 4 日の稼動から平成 28 年１月 31 日までの実績売電量合計は 475,738kWh

で、予測売電量 360,136kWhと比べると 1.32倍であった。なお２月についても同様の発電能

力で稼動していた。 

 

(3)維持管理の現状 

事業者である三山クリーン株式会社の維持管理兼緊急時連絡体制表について、事業者の

連絡責任者から説明を受け内容を直接確認した。体制表には施工業者及び電気保安確認業

者及び関係官庁等の連絡先が記載されている。 

 

(4)その他特記事項 

特になし 
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◆現地確認 

   
     写真7.1-15 処分場入口         写真7.1-16 処分場入口付近 

 

   
     写真7.1-17 発電設備入口       写真7.1-18 太陽光パネル設置状況 

 

   
写真7.1-19 架台部分設置状況１       写真7.1-20 架台部分設置状況２ 
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      写真7.1-21 送電線           写真7.1-22 ガス抜き管 

 

   
写真7.1-23 パワコン設置状況       写真7.1-24 高圧連携盤設置状況 

 

   
 写真7.1-25 不等沈下観測のための基準点  写真7.1-26 不等沈下観測のための計測点 
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写真7.1-27 西側側溝（拡大）         写真7.1-28 西側側溝１ 

 

   
写真7.1-29 東側敷地内側溝       写真7.1-30 南側側溝 

 

 
  写真7.1-31 南側端部 
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３）国際航業株式会社の追跡調査結果の概要 

本処分場は平成 26年３月に埋立完了した管理型産業廃棄物処分場である。４区画に分割

された太陽光発電設備は、約２m程度の高低差で階段状に配置されている。不等沈下対策と

して、架台は 50cmの覆土上に敷設されたコンクリートの連続基礎上に設置され、連続基礎

全体の面積で太陽光パネルの重量を支持する構造をしている。 

また不等沈下量の計測管理を行うため、敷地内の不動点を基準点として設定し、その基準

点と太陽光パネルの距離を GPS で測定することにより沈下発生量をモニタリングするシス

テムが具備され、東京の事務所から遠隔監視できるようになっている。調査時は前日の降雨

の影響でぬかるんでいたが、覆土の流出等は見られなかった。処分場に設置されている沈下

計測機器は計測開始直後のためデータは得られなかった。評価結果を以下に示す。 

 

(1) 処分場及び太陽光パネル架台の現状 

前述のように敷地を歩行調査した結果、多少のぬかるみが存在したが覆土は十分に締固

められていると判断できた。発電設備については、パネル面の位置・方向・角度等に変化は

確認されなかった。また制御盤も変形や傾斜等の問題はなかった。 

 

(2) 太陽光発電の現状 

平成 27年 12月 16日より系統連系を開始した。平成 28年１月度の実績発電量は 67,155kWh

で、予定発電量 53,839kWhの 1.24倍であった。２月度の発電量も同様予定発電量に対して

実績発電量は 1.31倍であった。 

 

(3) 維持管理の現状 

事業者である国際航業㈱の O&M実施体制表について説明を受け内容を直接確認した。 

 

(4) その他特記事項 

特になし 

 

  



295 

 

◆現地確認 

 

   
      写真7.1-32 処分場現場入口      写真7.1-33 処分場・太陽光パネル全体 

   
   写真7.1-34 処分場上部より          写真7.1-35 処分場上部より全体 

   
写真7.1-36 パワーコンディショナー      写真7.1-37 受変電設備 
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    写真7.1-38 太陽光パネル その１       写真7.1-39 基礎・架台 その1 

    
   写真7.1-40 太陽光パネルその２         写真7.1-41 基礎・架台その２ 

 

     
写真7.1-42 沈下測量GPS（G-1）     写真7.1-43 沈下測量基準点 
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      写真7.1-44 ガス抜き管        写真7.1-45 排水側溝 

 

 

  
      写真7.1-46 排水用側溝        写真7.1-47 処分場外側溝 

 

           
     写真7.1-48 処分場外側溝       写真7.1-49 処分場外側溝 
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写真 7.1-50 発電状況表示盤       写真 7.1-51 非常用コンセント 

 

  


